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労働安全衛生関係

免許試験日程
2019年12月から2020年2月まで
の間に当センターで実施する学科試
験の日程は、右記のとおりです。

また、受験資格等については、
中国四国安全衛生技術センター
〒721-0955　広島県福山市新涯町2-29-36

    ☎ 084－954－4661に照会して下さい。
インターネットアドレス　　　　　　　　　　
https://www.chushi.exam.or.jp/
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「私のお勧めする場所」

貞 宗 恵 治
新見労働基準監督署長

　本年４月に新見労働基準監督署長を拝命した
貞宗と申します。今回で２回目となる新見の勤
務ですが、岡山に戻って、初めての勤務地のた
め、思い出多い場所の一つです。私は、岡山に
戻ってくるまで、東日本を中心に転勤を繰り返
してきました。旅行が趣味の私は、これ幸いに
と、赴任した地を拠点にして、あちこち観光を
しておりました。その中でも、私の記憶に強く
残っている場所を紹介したいと思います。
　最初は、私が最初に赴任した北海道を紹介し
ます。当時、若かった私は軽自動車に寝袋一つ
持って北海道中を走り回っていました。どの場
所も良かったのですが、特に記憶に残っている
のは、「冬の北浜駅から見る流氷」、「開陽台
から見る地平線」です。北海道の雄大さを感じ
る場所でした。
　次は、長野県の北部にある「大町市」です。

登山をする方には有名な場所ですが、北アルプ
スの麓にあります。冬場、ここを訪れたとき
は、早起きすることをお勧めします。北アルプ
スに積もった雪に朝日が反射して、アルプス全
体が紅に染まります。絶景です。
　最後は、山形県です。私は鶴岡市に赴任して
いました。東北は有名なお祭りも多く、見どこ
ろも多いのですが、ここでは、食べ物を紹介し
ます。「芋煮」「寒鱈汁」「だし」「玉こんに
ゃく」「サクランボ」「ラーメン」などなど、
地元ならではのおいしいものがいくらでもあげ
られます。日本酒も「初孫」などいいものが多
くあります。（私はこの時、「日本酒アドバイ
ザー」の資格を取りました。）温泉は秋田県が
有名ですが、山形にもいい泉質の温泉が多くあ
り、観光には最適な場所です。
　以上３か所をご紹介しました。最近は、近場
しか旅行しておりませんが、機会があれば、面
白そうな場所を探していくつもりです。
　初めての場所は、わからないことも多く、い
ろいろ苦労もしましたが、知らない地域で様々
な文化に触れるのは、人生が豊かなって楽しい
ですよ。

本日は晴天なり！
労働災害－災害事例・統計－
悠々自適
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11月は「しわ寄せ防止キャンペーン月間」です
有期契約労働者も育児休業・介護休業を取得できます
荷主と運送事業者の皆様へ～セミナーのご案内～
労働保険は働く皆さんを守ります
治療と仕事の両立支援セミナーのご案内
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第32回岡山県ゼロ災運動研究集会を開催
令和元年度中央労働災害防止協会緑十字賞を受賞
中小企業無災害記録証が授与されました！
中小企業無災害記録証授与制度申請のご案内
伐木等の業務（大径木）特別教育修了者を対象とした補講
令和元年度年末年始無災害運動について
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（　）（　） 元. 11. 15 元. 11. 15２ ３─岡山労働基準弘報─ ─岡山労働基準弘報─

　有期契約労働者（パート、派遣、契約社員など雇用期間の定めのある労働者）のうち、一定の要件を満たす
場合、育児休業や介護休業をすることができます。配偶者が専業主婦（夫）の場合も拒むことはできません。

　原則、１歳に満たない子を養育するためにする休
業。保育園に申込みをしているが入所できないなど、
特別な事情がある場合、最長２歳まで取得できる。

有期契約労働者も育児休業・介護休業を取得できます!

　厚生労働省は、「荷主と運送事業者のためのトラック運転者の労働時間短縮に向けたセ
ミナー」を、今年10月から来年３月までにかけて、全国47都道府県で全50回開催しま
す。このセミナーは、貨物を運送するトラック運転者の労働時間短縮の進め方のノウハウ
を広く荷主企業やトラック運送事業者の皆さまに向けてお知らせするものです。

　トラック運転者は、他業種の労働者と比べて長時間労働の実態にあります。その背景に
は、荷主や配送先の都合により、長時間の荷待ち時間（貨物の積み込みや荷下ろしの順番
を待つ時間）や、手荷役（手作業での貨物の積み込みや荷下ろし）が発生するなど、貨物
運送における取引慣行などからトラック運送事業者の努力だけでは改善が困難な問題が存
在しています。
 重要な社会インフラである物流が滞らないようにするために、そしてトラック運転者の
長時間労働を改善していくためには、荷主企業とトラック運送事業者の双方が歩み寄り、
そして協力しあって、取引環境の適正化に取り組むことが必要不可欠です。

　このセミナーでは、厚生労働省と国土交通省が協力して、トラック運転者の労働時間短
縮のために荷主企業とトラック運送事業者が具体的に取り組む事項の解説などを行い、荷
主企業とトラック運送事業者の双方に役立つノウハウを提供します。

　セミナーは事前申込制で、参加無料です。

　申し込みは「トラック運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト※」からオンラ
インで行うことができます。詳しくは、下記サイトをご確認ください。

　また、都道府県労働局および労働基準監督署の窓口に備え付けているブロック別のリー
フレット（ポータルサイトにも掲載）がFAX申込書を兼ねており、リーフレットの申込書
欄に必要事項を書き込んで、FAXに送信することでも、セミナーの申し込みができます。

　※セミナー申し込み等、詳細は
　厚生労働省「トラック運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト」
 　　　https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/
　をご覧ください。
　　当サイトでは、荷主企業向け、トラック運送事業者向けのコンテンツを
　多数掲載しています。

大企業・親事業者による長時間労働の削減等の取組が、下請等中小事業者に対する適正なコスト負担を伴わない
短納期発注、急な仕様変更などの「しわ寄せ」を生じさせている場合があります。

大企業等と下請等中小事業者は共存共栄！適正なコスト負担を伴わない短納期発注や急な仕様変更などはやめましょう！

長時間労働につながる取引慣行の見直しについては　

育児休業

（②）つまり・・・契約期間や更新回数の上限が定められていない場合は休業の対象となります

①入社１年以上
②子が１歳６か月（☆）に達するまでに労働契約が
満了し、更新されないことが明らかでないこと　
（☆…２歳までの休業の場合は２歳）

有期契約労働者の要件（①②どちらも満たすこと）

　要介護状態にある家族を介護するためにする休業。
対象家族１人につき、通算93日、３回まで分割し
て取得できる。

介護休業

①入社１年以上
②介護休業開始予定日から93日を経過する日から
６か月を経過する日までに労働契約が満了し、更
新されないことが明らかでないこと

有期契約労働者の要件（①②どちらも満たすこと）

有期契約の労働者を雇用する事業主のみなさまへ

11月は「しわ寄せ防止キャンペーン月間」です。

岡山労働局雇用環境・均等室　TEL 086－225－2017

平成29年１月に要件が緩和されています!!　規定改正のためのご相談・お問い合わせは
岡山労働局雇用環境・均等室　　　TEL 086－225－2017
詳細については　☆厚生労働省ホームページ「育児・介護休業」でサイト内検索

　
岡山労働局　労働基準部　監督課   TEL （086）225-2015

荷主と運送事業者の皆様へ  ～セミナーのご案内～荷主と運送事業者の皆様へ  ～セミナーのご案内～

本件に関する
お問い合わせは
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江川　文人 氏 築山　　功 氏

田村　幸大 氏

武井　勝一 氏

森神　直則 氏

　（一社）岡山県労働基準協会並びに安全衛生委員会による
第32回岡山県ゼロ災運動研究集会が10月16日（水）、さん太
ホール（岡山市北区柳町２丁目１－１）において、県内事業
場の安全衛生担当等109名参加のもと開催されました。本集
会は、司会の江川委員（丸五シーエス工業㈱）の音頭による
ゼロ災コールに続き、築山委員（作州かがみの森林組合）の
開会あいさつで幕を開けました。
　今回の実践事例は、「平成31年度岡山労働局長表彰」を受賞された事業場から２社の取組みを紹介い
ただきました。
　事例発表１では、ヤンマーエネルギーシステム製造株式会
社管理企画グループの田村幸大氏から『我が社の安全衛生の
取組み』をテーマに、事例発表２では、星光ＰＭＣ株式会社
水島工場製造課長の森神直則氏から『安全活動に関する取組
み』をテーマに、各社で行われている安全衛生に関する様々
な活動について説明をいただきました。
　特別講演では、中央労働災害防止協会教育推進部上席専門
役の武井勝一氏から『今一度見直そう、ゼロ災運動』をテー

マに講演をいただきました。リスクアセスメントとＫＹＴ活動の基礎的な説明か
ら、現在の手法等について分かりやすく説明いただきました。究極の目標“労働
災害ゼロ”を達成し継続するには、リスクアセスメントとＫＹＴ活動を並行して
実施することが重要であり、「リスクアセスメントを不安全状態の撲滅」「ＫＹ
Ｔ活動を不安全行動の撲滅」と位置付ければ、より活動目的が明確になり、全員
参加型の取組みが可能となることを、あらためて感じることのできた講演でした。
　最後に、井上専務理事（（一社）岡山県労働基準協会）の閉会あいさつで、盛会
のうちに幕を閉じました。
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≪産業安全および労働衛生≫

　中央労働災害防止協会では、長年にわたり我が国の産業安全または労働衛生の推進向上に尽くし、顕
著な功績が認められる個人等に対して緑十字賞を贈呈されています。
　この度、令和元年度の緑十字賞受賞者として、10月23日に京都市で開催された全国産業安全衛生大会
の総合集会で表彰式が行われ、岡山県下から八幡 徹氏と岡野 秀文氏が受賞されました。
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中小企業無災害記録証授与制度　申請のご案内
　中央労働災害防止協会では、中小企業が自主的に安全衛生活動を進める上での目標となるよう「中小
企業無災害記録証授与制度」を設けています。この制度開始以来、経営者、従業員が一丸となって安全
衛生活動を進め、無災害記録を達成した多くの事業場に無災害記録証が授与されています。
　災害ゼロの安全で快適な職場づくりに向けて、ぜひこの制度をご活用ください。

表彰の対象となる事業場は次の要件をいずれも
満たしている事業場です。

○中小企業（資本の額又は出資の額の総額が１億
円以下又は常時使用される労働者数が300人
以下の企業）に属する事業場

○労働者が10人以上100人未満の事業場

≪申請書及び制度のお問い合わせ≫

・中央労働災害防止協会ホームページ　無災害記録証　     検索
・岡山県労働基準協会　℡０８６－２２５－３５７１

■中小企業無災害記録証授与制度申請のながれ

岡山県労働基準協会

　この度は、弊社本社工場に中小企業無災害記録証（努力賞）を授与いただき誠にありがとうございました。弊
社吉備工場に引き続き、本社工場も受賞できたこと大変嬉しく思っております。
　弊社は新型自動車部品等の試作製造を行う会社です。拠点は岡山の本社工場をはじめ日本国内に５工場、１営
業所がございます。全社での主な取り組みとして、環境整備（５Ｓ活動）、改善提案、ヒヤリハット、ＫＹＴ４
Ｒ法（危険予知トレーニング）などの安全衛生活動に非常に力を入れて取り組んでおります。今回の受賞は、日
頃より従業員一人ひとりが安全に対する意識を高く持ち、作業に取り組んでいる成果が出たのだと思います。
　私たち一同は、今回の栄誉を励みとし、これからもなお一層の研鑽を重ね、それぞれの活動に引き続き精進し
て参りたいと存じます。

中小企業無災害記録証が授与されました！！
タイメック株式会社本社工場（総社市西郡197－１）

◆代表者からのメッセージ

タイメック株式会社本社工場　製造部長　安田　　浩

宮原副主任　　　安田製造部長

　同社では、平成30年４月13日から無災害を継続し、令和元年５月
16日に記録（第一種・努力賞・350日）を見事達成し、本年６月に
中小企業無災害記録証を申請されました。このたび、７月１日付け
でその交付が決定し、９月25日、岡山県労働基準協会において記録
証の伝達式が行われました。
　伝達式では、同社本社工場 安田 浩 製造部長に記録証と記念品が
手渡されました。
　申請事業場の業種は輸送用機械器具製造業、次回の「第二種・進
歩賞・700日」も達成されますことを祈念いたします。
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グラフ１　定期健康診断有所見率推移（全国、岡山県）

グラフ２　健康診断項目別有所見率（全国、岡山県、平成30年）

図１　食事バランスガイド　
    （https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/eiyou-syokuji.html　より引用）

＃　岡山労働局 『定期健康診断における有所見率の改善に向けた取組について －岡山労働局・各労働基準監督署- 』　
　https://jsite.mhlw.go.jp/okayama-roudoukyoku/content/contents/000227100.pdf
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職場における生活習慣病対策

一般社団法人　岡山県労働基準協会　 　
労働衛生センター 所長　　 

藤 田 　 充 啓

　皆様こんにちは。そろそろ冬の足音を感じる季節にな
りました。インフルエンザ対策など冬場の健康管理をし
っかりして厳しい季節を乗り切りましょう。
　さて職場の定期健康診断における有所見率は年々増加
の一途をたどっています（グラフ１）。今や有所見率は
50％を超えており大きな問題となっています。岡山労働
局も有所見率の改善に関して対策を打ち出しています
（＃にあるサイトをご参照ください）が改善にまでは至
っていない状況です。健康診断の項目別に見てみますと
（グラフ２）全国、岡山県とも脂質検査、血圧、肝機能
検査そして血糖検査において有所見率が高くなっていま
す。これらはまさに生活習慣病と言われる疾患に深く関
係する項目であることがわかります。つまり有所見率の
改善には生活習慣の改善が必要という事になります。
　生活習慣の改善は食事と運動から！が基本です。表１
は生活習慣の改善に関するヒントです。肥満に関しては
平成29年の調査で男性30.7％、女性21.9％の方がＢＭＩ
25以上の肥満という結果でした。肥満の改善には食事と
運動の管理が重要となります。まず第一歩として自分の
生活習慣を振り返ってみましょう。肥満の原因がどこに
あるのかを見つけるためにも記録をする事をお勧めしま
す。食事内容、時間、運動の有無あるいは徒歩数など。
合わせてぜひ毎日の体重測定をしてください。それらを
記録し自分の生活習慣の問題点を見つけます。問題点が
見つかったら改善策を検討します。この際社内の産業衛
生スタッフあるいは産業医に積極的に相談してください。
良いアドバイスをもらった後は実行あるのみです。
　運動については『身近な事から少しずつ』を合言葉に
まずはウオーキングから始めましょう。通勤時の短時間
（報告では20分以上）のウオーキングでも糖尿病発症予
防に有効であるという報告もあります。ウオーキングで
あれば工夫次第で比較的簡単に毎日の生活に取り入れる
ことが可能だと思います。例えば車通勤の方であれば駐
車場の隅に停めて少しでも長く歩くといった具合です。
重要なのは自分の生活スタイルに合った、無理のない運

動習慣を身につける事です。
　食生活のポイントは挙げていけばきりがありませんが
現時点で私の中で優先度が高いのは“バランスの良い食
事”です。先日、腸内細菌について最近の話題に触れる
機会がありました。腸内細菌叢（そう）、つまり腸内の
細菌の集団の状態が健康状態やいくつかの病気の発症、
また第４の抗がん治療である免疫療法の効果にも関連す
るというデーターが出されています。この細菌叢の状態
にも食生活が大きく影響するというのです。いつも同じ
内容の食事を摂っていると腸内細菌もかたよりが出てバ
ランスが崩れるようです。また繊維質をたくさん取る事
は腸内細菌にとっては良い事の様です。バランスを欠い
た食事は思いのほか私たちの体に大きく影響しているの
かもしれません。３大栄養素、５大栄養素などに注目し
て自分の食事バランスを見直してみてはいかがでしょう
か。ぜひ食事バランスガイド（図1）などを利用し食事
内容をチェックしてみてください。
　生活習慣の改善はすぐに達成する事は難しいと思いま
すが、ちょっとした努力や工夫による生活習慣の改善が
長期にわたって健康な生活をもたらすはずです。今日か
らちょっとした取り組みを始めてみませんか。

本日は晴天なり！
伐木等の業務（大径木）特別教育修了者を対象とした補講伐木等の業務（大径木）特別教育修了者を対象とした補講

　労働安全衛生規則の一部を改正する省令及び安全衛生特別教育規程の一部を改正する告示がそれぞれ公布等され、特
別教育に係る規程については、令和２年８月１日から施行または適用されます。そのため、現行の伐木等の業務に係る
特別教育は、令和２年７月末日まで有効ですが、８月１日以降は無効となり、新たに適用されるカリキュラムによる特
別教育が有効となります。今回、経過措置として、施行通達に基づく補講を受講することにより、新たに適用されるカ
リキュラムによる特別教育の一部を省略することができ、令和２年８月１日または補講受講後のいずれか遅い方の日付
以降に伐木等の業務に就くことができます。このため、現行の伐木等業務の特別教育修了者（※１）を新たに適用される
カリキュラムによる特別教育修了者と認めるための補講を開催いたします。
※１　林材防岡山県支部及び岡山県労働基準協会で現行の労働安全衛生規則第36条第８号の特別教育（チェーンソーに関する教育を含む）を修了された方
※２　令和２年８月１日以降の補講については、令和３年２月末日まで当協会で開催いたしますが、その後については現行カリキュラムの修了者であっても、新
　　カリキュラムでのご受講となります。

高梁会場：高梁総合文化会館（高梁市原田北町1212）

○会　員（林材防岡山県支部または岡山県労働基準協会）
　　　受講料3,300円（税込）　　テキスト1,100円（税込）　　計4,400円（税込）
○その他
　　　受講料4,950円（税込）　　テキスト1,100円（税込）　　計6,050円（税込）

○窓口・ＦＡＸ申込
　　　受講申込書に必要事項をご記入のうえ、岡山県労働基準協会各支部へお申し込みください。
　　　※受講申込書については、当協会ホームページをご覧いただくか、各支部へお問い合わせください。
○その他
　　　受付の後、振込み等の確認ができましたら、受講票を発行いたします。
　　　キャンセルの場合、講習前日までにご連絡があった場合に限り、事務手数料1,000円＋振込手数料及びそ

れに係る消費税を差し引いて返金いたします。事前にご連絡がなく、講習当日に欠席の場合は受講料の返
金はいたしません。

補講について

受講料等

申込方法

①　令和　元年12月 ４日（水） ②　令和　元年12月 ５日（木）

新見会場：岡山県労働基準協会新見支部（新見市新見811-1）
①　令和　元年12月10日（火） ②　令和　元年12月11日（水）

津山会場：津山圏域雇用労働センター（津山市山下92-1）
①　令和　元年12月18日（水） ②　令和　２年 １月14日（火）
③　　　　　　 ２月20日（木） ④　　　　　　 ３月17日（火）

日 程 等

お問い合わせ先　：　岡山県労働基準協会　講習担当　TEL ０８６－２２１－２１６０



（　）（　） 元. 11. 15 元. 11. 1510 11─ 岡山労働基準弘報─ ─岡山労働基準弘報─

グラフ１　定期健康診断有所見率推移（全国、岡山県）

グラフ２　健康診断項目別有所見率（全国、岡山県、平成30年）

図１　食事バランスガイド　
    （https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/eiyou-syokuji.html　より引用）

＃　岡山労働局 『定期健康診断における有所見率の改善に向けた取組について －岡山労働局・各労働基準監督署- 』　
　https://jsite.mhlw.go.jp/okayama-roudoukyoku/content/contents/000227100.pdf
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職場における生活習慣病対策

一般社団法人　岡山県労働基準協会　 　
労働衛生センター 所長　　 

藤 田 　 充 啓

　皆様こんにちは。そろそろ冬の足音を感じる季節にな
りました。インフルエンザ対策など冬場の健康管理をし
っかりして厳しい季節を乗り切りましょう。
　さて職場の定期健康診断における有所見率は年々増加
の一途をたどっています（グラフ１）。今や有所見率は
50％を超えており大きな問題となっています。岡山労働
局も有所見率の改善に関して対策を打ち出しています
（＃にあるサイトをご参照ください）が改善にまでは至
っていない状況です。健康診断の項目別に見てみますと
（グラフ２）全国、岡山県とも脂質検査、血圧、肝機能
検査そして血糖検査において有所見率が高くなっていま
す。これらはまさに生活習慣病と言われる疾患に深く関
係する項目であることがわかります。つまり有所見率の
改善には生活習慣の改善が必要という事になります。
　生活習慣の改善は食事と運動から！が基本です。表１
は生活習慣の改善に関するヒントです。肥満に関しては
平成29年の調査で男性30.7％、女性21.9％の方がＢＭＩ
25以上の肥満という結果でした。肥満の改善には食事と
運動の管理が重要となります。まず第一歩として自分の
生活習慣を振り返ってみましょう。肥満の原因がどこに
あるのかを見つけるためにも記録をする事をお勧めしま
す。食事内容、時間、運動の有無あるいは徒歩数など。
合わせてぜひ毎日の体重測定をしてください。それらを
記録し自分の生活習慣の問題点を見つけます。問題点が
見つかったら改善策を検討します。この際社内の産業衛
生スタッフあるいは産業医に積極的に相談してください。
良いアドバイスをもらった後は実行あるのみです。
　運動については『身近な事から少しずつ』を合言葉に
まずはウオーキングから始めましょう。通勤時の短時間
（報告では20分以上）のウオーキングでも糖尿病発症予
防に有効であるという報告もあります。ウオーキングで
あれば工夫次第で比較的簡単に毎日の生活に取り入れる
ことが可能だと思います。例えば車通勤の方であれば駐
車場の隅に停めて少しでも長く歩くといった具合です。
重要なのは自分の生活スタイルに合った、無理のない運

動習慣を身につける事です。
　食生活のポイントは挙げていけばきりがありませんが
現時点で私の中で優先度が高いのは“バランスの良い食
事”です。先日、腸内細菌について最近の話題に触れる
機会がありました。腸内細菌叢（そう）、つまり腸内の
細菌の集団の状態が健康状態やいくつかの病気の発症、
また第４の抗がん治療である免疫療法の効果にも関連す
るというデーターが出されています。この細菌叢の状態
にも食生活が大きく影響するというのです。いつも同じ
内容の食事を摂っていると腸内細菌もかたよりが出てバ
ランスが崩れるようです。また繊維質をたくさん取る事
は腸内細菌にとっては良い事の様です。バランスを欠い
た食事は思いのほか私たちの体に大きく影響しているの
かもしれません。３大栄養素、５大栄養素などに注目し
て自分の食事バランスを見直してみてはいかがでしょう
か。ぜひ食事バランスガイド（図1）などを利用し食事
内容をチェックしてみてください。
　生活習慣の改善はすぐに達成する事は難しいと思いま
すが、ちょっとした努力や工夫による生活習慣の改善が
長期にわたって健康な生活をもたらすはずです。今日か
らちょっとした取り組みを始めてみませんか。

本日は晴天なり！
伐木等の業務（大径木）特別教育修了者を対象とした補講伐木等の業務（大径木）特別教育修了者を対象とした補講

　労働安全衛生規則の一部を改正する省令及び安全衛生特別教育規程の一部を改正する告示がそれぞれ公布等され、特
別教育に係る規程については、令和２年８月１日から施行または適用されます。そのため、現行の伐木等の業務に係る
特別教育は、令和２年７月末日まで有効ですが、８月１日以降は無効となり、新たに適用されるカリキュラムによる特
別教育が有効となります。今回、経過措置として、施行通達に基づく補講を受講することにより、新たに適用されるカ
リキュラムによる特別教育の一部を省略することができ、令和２年８月１日または補講受講後のいずれか遅い方の日付
以降に伐木等の業務に就くことができます。このため、現行の伐木等業務の特別教育修了者（※１）を新たに適用される
カリキュラムによる特別教育修了者と認めるための補講を開催いたします。
※１　林材防岡山県支部及び岡山県労働基準協会で現行の労働安全衛生規則第36条第８号の特別教育（チェーンソーに関する教育を含む）を修了された方
※２　令和２年８月１日以降の補講については、令和３年２月末日まで当協会で開催いたしますが、その後については現行カリキュラムの修了者であっても、新
　　カリキュラムでのご受講となります。

高梁会場：高梁総合文化会館（高梁市原田北町1212）

○会　員（林材防岡山県支部または岡山県労働基準協会）
　　　受講料3,300円（税込）　　テキスト1,100円（税込）　　計4,400円（税込）
○その他
　　　受講料4,950円（税込）　　テキスト1,100円（税込）　　計6,050円（税込）

○窓口・ＦＡＸ申込
　　　受講申込書に必要事項をご記入のうえ、岡山県労働基準協会各支部へお申し込みください。
　　　※受講申込書については、当協会ホームページをご覧いただくか、各支部へお問い合わせください。
○その他
　　　受付の後、振込み等の確認ができましたら、受講票を発行いたします。
　　　キャンセルの場合、講習前日までにご連絡があった場合に限り、事務手数料1,000円＋振込手数料及びそ

れに係る消費税を差し引いて返金いたします。事前にご連絡がなく、講習当日に欠席の場合は受講料の返
金はいたしません。

補講について

受講料等

申込方法

①　令和　元年12月 ４日（水） ②　令和　元年12月 ５日（木）

新見会場：岡山県労働基準協会新見支部（新見市新見811-1）
①　令和　元年12月10日（火） ②　令和　元年12月11日（水）

津山会場：津山圏域雇用労働センター（津山市山下92-1）
①　令和　元年12月18日（水） ②　令和　２年 １月14日（火）
③　　　　　　 ２月20日（木） ④　　　　　　 ３月17日（火）

日 程 等

お問い合わせ先　：　岡山県労働基準協会　講習担当　TEL ０８６－２２１－２１６０
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死　傷　災　害
（休業4日以上の死傷災害）

9月末現在（速報値）
（　）内は前年同月比増減数

死　亡　災　害
9月末現在（速報値）
（　）内は前年同月比増減数

2019年労働災害発生状況

製造業
2人（－3）

有害物との
接触
1人（＋1）

貨物取扱業
11人（－1）

崩壊・倒壊
1人（－2）

おぼれ
0人（－3）

飛来・落下
1人（＋1）

墜落・転落
0人（－2） 転倒

0人（－2）

はさまれ・
巻き込まれ
2人（＋1）

交通事故
3人（＋2）

林業
1人（±0） 林業

23人（＋1）

製
　　　造

　　　　　　 業　
　　　　　　386人

　　　　　　　　（－2）　

木建32人（＋1）

　  建設業
      165人
        （－6）

建設業
1人（－2）

運輸業
1人（±0）

　  鉱業
　　4人（＋1）

運輸交通業
214人（－33）

その他の
事業
578人
（－19）

その他の
業種
3人（＋1） 業種別

8人
（－4）

事故の
型　別
8人
（－4）

全産業
1381人
（－59）

　食料品製造業における令和元年9月末現在の災害（休業
４日以上）は94件と前年同期より+13件（16％増加）と
なっています。安全装置等の使用の徹底をお願いします。
＊①通路・人力運搬機等での転倒、②食品加工用機械等で
のはさまれ、③包丁などでの切れが多く発生しています。
＊事例①　はさまれ・巻き込まれ、経験２年、休業３月
　ミキサーで生地を製造中、機械が止まる前に側面に付い
た生地を落とすため手を入れた際、回転軸に巻き込まれ手
を打撲した。（安全装置あり）
＊事例②　切れ・こすれ、経験２年、休業３月
　冷凍クッキーを専用カッターで切断中、刃の部分（カ
バーあり）に手を入れた際、機械が動き、指を切断した。

食料品製造業における労働災害の増加

【参考】「食品加工用機械」についての規定（平成25年10月1日改正安衛則：概要）
①切断機又は切削機の刃の切断に必要な部分以外に覆い・囲い等（安全装置等）を設ける。
②粉砕機又は混合機の開口部へ転落するおそれ、蓋・囲い・高さ90㎝以上の柵等を設ける。
③原材料の送給又は取出す場合、危険を及ぼす場合は運転を停止する。（労働者に用具（保護手
袋、専用の器具等）を使用させること。）
④ロール機、成形機又は圧縮機の危険を及ぼすおそれ（身体の一部がはさまれる等）のある部分
には、覆い・囲い等を設ける。
⑤安全装置等は、点検・整備・機能の保持等を徹底する必要がある。

　年末年始無災害運動は、働く人たちが年末年始を無事故で過ごし、明るい新年を迎えることができるよう事業場等の取組促
進を図る趣旨で、昭和46年から厚生労働省の後援のもと中央労働災害防止協会が主唱する運動で、本年で49回目を迎えます。
　本年度の年末年始無災害運動は、

を標語として令和元年12月１日から令和２年１月15日までの間、展開することとなりました。
　とりわけ、年末年始は慌ただしい中での大掃除や機械設備の保守点検・始動等の作業が多くなるほか、積雪や凍結による転倒等の
危険が増します。各事業場においては、作業前点検の実施、作業手順や交通ルールの遵守、非定常作業における安全確認の徹底、保
護具等の点検の実施、転倒等への注意喚起、労働者の健康状態の確認など、職場の総点検に全員で取り組むことが一層重要となりま
す。令和となって初めての年末を、皆で力を合わせて無事に締めくくり、明るい新年を迎えられるよう、安全・健康への思い新たに
無災害を目指して取組みましょう。

（１）経営トップによる安全衛生方針の決意表明
（２）リスクアセスメントおよび労働安全衛生マネジメントシステムの導入・定着
（３）ＫＹ（危険予知）活動を活用した非定常作業における労働災害防止対策の徹底
（４）機械設備に係る一斉検査および作業前点検の実施
（５）フルハーネス型墜落制止用器具を含めた安全保護具・労働衛生保護具の点検と整備
（６）転倒、墜落・転落、はさまれ・巻き込まれ災害防止や腰痛予防対策の徹底
（７）火気の点検、確認など火気管理の徹底
（８）交通労働災害防止対策の推進
（９）安全衛生パトロールの実施
（10）化学物質のリスクアセスメントの実施を含めた化学物質管理の徹底
（11）年末時期の大掃除等を契機とした５Ｓの徹底
（12）年始時期の作業再開時の安全確認の徹底
（13）過重労働をしない・させない職場環境づくり
（14）健康的な生活習慣（睡眠、飲酒、食生活等）に関する健康指導の実施
（15）インフルエンザ等の感染症予防対策の徹底
（16）職場のハラスメント防止につながる取り組みの推進
（17）自然災害等に伴う復旧・復興工事等における労働災害防止対策の推進
（18）安全衛生旗の掲揚および年末年始無災害運動用ポスター、のぼり等の掲示
（19）その他安全衛生意識高揚のための活動の実施

年末年始ポスターなど各種用品を取り扱っています。
お申込みは協会各支部へお早めに。

事業場の実施事項



（　）（　） 元. 11. 15 元. 11. 1512 13─ 岡山労働基準弘報─ ─岡山労働基準弘報─
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（休業4日以上の死傷災害）

9月末現在（速報値）
（　）内は前年同月比増減数

死　亡　災　害
9月末現在（速報値）
（　）内は前年同月比増減数
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（－4）

全産業
1381人
（－59）

　食料品製造業における令和元年9月末現在の災害（休業
４日以上）は94件と前年同期より+13件（16％増加）と
なっています。安全装置等の使用の徹底をお願いします。
＊①通路・人力運搬機等での転倒、②食品加工用機械等で
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①切断機又は切削機の刃の切断に必要な部分以外に覆い・囲い等（安全装置等）を設ける。
②粉砕機又は混合機の開口部へ転落するおそれ、蓋・囲い・高さ90㎝以上の柵等を設ける。
③原材料の送給又は取出す場合、危険を及ぼす場合は運転を停止する。（労働者に用具（保護手
袋、専用の器具等）を使用させること。）
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（８）交通労働災害防止対策の推進
（９）安全衛生パトロールの実施
（10）化学物質のリスクアセスメントの実施を含めた化学物質管理の徹底
（11）年末時期の大掃除等を契機とした５Ｓの徹底
（12）年始時期の作業再開時の安全確認の徹底
（13）過重労働をしない・させない職場環境づくり
（14）健康的な生活習慣（睡眠、飲酒、食生活等）に関する健康指導の実施
（15）インフルエンザ等の感染症予防対策の徹底
（16）職場のハラスメント防止につながる取り組みの推進
（17）自然災害等に伴う復旧・復興工事等における労働災害防止対策の推進
（18）安全衛生旗の掲揚および年末年始無災害運動用ポスター、のぼり等の掲示
（19）その他安全衛生意識高揚のための活動の実施

年末年始ポスターなど各種用品を取り扱っています。
お申込みは協会各支部へお早めに。
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奥津渓（鏡野町） （写真提供：公益社団法人岡山県観光連盟）
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労働安全衛生関係

免許試験日程
2019年12月から2020年2月まで
の間に当センターで実施する学科試
験の日程は、右記のとおりです。

また、受験資格等については、
中国四国安全衛生技術センター
〒721-0955　広島県福山市新涯町2-29-36

    ☎ 084－954－4661に照会して下さい。
インターネットアドレス　　　　　　　　　　
https://www.chushi.exam.or.jp/

試　  験　  の　  種　  類

特 級 ボ イ ラ ー 技 士
一 級 ボ イ ラ ー 技 士
二 級 ボ イ ラ ー 技 士
特 別 ボ イ ラ ー 溶 接 士
普 通 ボ イ ラ ー 溶 接 士
ボ イ ラ ー 整 備 士

移 動 式 ク レ ー ン 運 転 士
揚 貨 装 置 運 転 士
発 破 技 士
ガ ス 溶 接 作 業 主 任 者
林 業 架 線 作 業 主 任 者
第 一 種 衛 生 管 理 者
第 二 種 衛 生 管 理 者
高 圧 室 内 作 業 主 任 者
エ ッ ク ス 線 作 業 主 任 者
ガンマ線透過写真撮影作業主任者
潜 水 士

限 定 な し
ク レ ー ン 限 定
床 上 運 転 式 限 定
限定免許解除試験

クレーン・
デ リ ッ ク
運 転 士
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14
19

21
20
6・20

4・18
4・18

7

12月

18

11
11

10
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3・17
3・17
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31
31

24
24

22
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21

★には、更に実技試験があります。
2019年 2020年
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「私のお勧めする場所」

貞 宗 恵 治
新見労働基準監督署長

　本年４月に新見労働基準監督署長を拝命した
貞宗と申します。今回で２回目となる新見の勤
務ですが、岡山に戻って、初めての勤務地のた
め、思い出多い場所の一つです。私は、岡山に
戻ってくるまで、東日本を中心に転勤を繰り返
してきました。旅行が趣味の私は、これ幸いに
と、赴任した地を拠点にして、あちこち観光を
しておりました。その中でも、私の記憶に強く
残っている場所を紹介したいと思います。
　最初は、私が最初に赴任した北海道を紹介し
ます。当時、若かった私は軽自動車に寝袋一つ
持って北海道中を走り回っていました。どの場
所も良かったのですが、特に記憶に残っている
のは、「冬の北浜駅から見る流氷」、「開陽台
から見る地平線」です。北海道の雄大さを感じ
る場所でした。
　次は、長野県の北部にある「大町市」です。

登山をする方には有名な場所ですが、北アルプ
スの麓にあります。冬場、ここを訪れたとき
は、早起きすることをお勧めします。北アルプ
スに積もった雪に朝日が反射して、アルプス全
体が紅に染まります。絶景です。
　最後は、山形県です。私は鶴岡市に赴任して
いました。東北は有名なお祭りも多く、見どこ
ろも多いのですが、ここでは、食べ物を紹介し
ます。「芋煮」「寒鱈汁」「だし」「玉こんに
ゃく」「サクランボ」「ラーメン」などなど、
地元ならではのおいしいものがいくらでもあげ
られます。日本酒も「初孫」などいいものが多
くあります。（私はこの時、「日本酒アドバイ
ザー」の資格を取りました。）温泉は秋田県が
有名ですが、山形にもいい泉質の温泉が多くあ
り、観光には最適な場所です。
　以上３か所をご紹介しました。最近は、近場
しか旅行しておりませんが、機会があれば、面
白そうな場所を探していくつもりです。
　初めての場所は、わからないことも多く、い
ろいろ苦労もしましたが、知らない地域で様々
な文化に触れるのは、人生が豊かなって楽しい
ですよ。

本日は晴天なり！
労働災害－災害事例・統計－
悠々自適
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11月は「しわ寄せ防止キャンペーン月間」です
有期契約労働者も育児休業・介護休業を取得できます
荷主と運送事業者の皆様へ～セミナーのご案内～
労働保険は働く皆さんを守ります
治療と仕事の両立支援セミナーのご案内
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6
7

第32回岡山県ゼロ災運動研究集会を開催
令和元年度中央労働災害防止協会緑十字賞を受賞
中小企業無災害記録証が授与されました！
中小企業無災害記録証授与制度申請のご案内
伐木等の業務（大径木）特別教育修了者を対象とした補講
令和元年度年末年始無災害運動について
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